
令和元度補正 「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」 

公募開始（一般型 １次締切）のご案内 

  

  

令和元年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募が以下のとおり開
始されましたのでご案内致します。 

 

 １．事業概要 

  

 
当補助金は、中小企業・小規模事業者が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更 
（働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入）等に対応するため、中小企
業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う
ための設備投資等を支援するものです。 
  

 ２．公募期間 

  

 
１次公募 

・公募開始  ：令和２年３月１０日（火） １７時～ 
・申請受付  ：令和２年３月２６日（木） １７時～ 
・応募締切  ：令和２年３月３１日（火） １７時（１次締切）  ※採択発表 ４月末予定 

  
※ 今回から１次締切後も申請受付を継続し、令和２年度内には５月（２次）、８月（３次）、   

１１月（４次）、令和３年２月（５次）に締切を設け、申請のあった分を審査し、 
随時採択発表する予定です。 

  

 ３．公募要領等 

  

 

公募要領や応募申請様式等の詳細は、全国中小企業団体中央会 HP 上にある「ものづくり
補助金サポートセンター」にてご確認ください。 

全国中央会 HP  https://www.chuokai.or.jp/ 

また応募申請書の作成にあたっては、公募要領の注意事項を十分にご確認願います。            

４．補助金説明会   

  

 
１次公募に関する公募説明会は開催されません。 
 
 

  

５．公募に関するご質問・お問い合わせ先 

  

 
◎ 全国中小企業団体中央会  

ものづくり補助金サポートセンター（申請受付・補助⾦制度の詳細） 
       電  話  ０５０−８８８０−４０５３     
     受付時間  10：00〜12：00  13：00〜17：00（⼟⽇祝⽇は除く） 
 
◎ 認定支援機関 木曽岬町商工会 （計画・申請書等策定に関する⽀援） 
     住  所  〒４９８−０８０７  ⽊曽岬町⼤字⻄対海地４７−４ 
     電  話  ０５６７−６８−１１８３   FＡＸ  ０５６７−６８−４５４０  

 


